
 

 

 

「TAOKAグループホーム樹庵」 重要事項説明書 

 

当事業所は介護保険の指定を受けています。 

認知症対応型共同生活介護（徳島市指定 第 3690168095号） 

  

あなたに対する介護サービス提供開始にあたり、厚生労働省令第 34号第 108条（準用）第 9

条に基づいて、当事業者があなたに説明すべき事項は次のとおりです。 

 

1 事業者 

事業者の名称 社会医療法人 養生園 

主たる事業者の所在地 徳島市城東町 2丁目 7番 34号 

法人種別 社会医療法人 

代表者名 理事長 田岡雅世 

電話番号 088-622-7781 

 

2 施設 

施設の名称 TAOKAグループホーム樹庵 

施設の所在地 徳島市城東町 2丁目 7番 34号 

施設長名 岩戸 千代 

電話番号 088-678-6123 

ファクシミリ番号 088-678-6156 

 

3 事業の目的と運営の方針 

事業の目的 「目的を持ったケアを行う」ことを運営理念として掲げ、地域に開かれた施

設として、入居者の期待に応え社会に貢献できるよう、また、住み慣れた

自宅で再び暮らすことも視野に入れた生活リハビリを行うことで、可能な

限り自立した、その人らしい人生が送れるよう支援します。 

 

施設運営の方針 1.残存機能を引き出し、能力に応じたケアを行います。 

2.その人らしい生活が送れるように努めます・。 

3．心のケアに気を配り、安心、充実した生活が送れるように努めます。 

 

 

4 施設の概要 

(1) 敷地および建物 

 敷地 1384.052㎡ 

建物 

 

 

構造 鉄筋コンクリート造 2階建（耐火建築） 

延べ床面積 688.52㎡ 

利用定員 18名 



 

 

 

(2)主な設備 

設備の種類 数 面積 1人当りの面積 

食堂・居間 2室 47.5㎡ 2.6㎡ 

浴室 2室 3.89㎡ 一般浴 

便所 4所 5.15㎡  

居室 18室（定員１名） 10.51㎡ ベッド、洗面台 

収納棚付き 

 

 

5 職員体制（主たる職員） 

従業者の職種 員数 区分 
常勤換算

後の人員 

事業者の

指定基準 
保有資格 

  常勤 非常勤    
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務 

 

 

 

 

 

 

管理者 1  1   1 1  

介護職員 16 11  5  13 

0.1 

日中３名 

夜間１名 

介護福祉士 8名 

看護職員 1  1   看護師 1名 

計画作成担当者 2  2   2 1以上 介護支援専門員 2名 

 

 

6 職員の勤務体制 

従業者の職種 勤務体制 休暇 

管理者 正規の勤務時間帯（8：30～17：15）常勤で勤務 4週 8休 

介護職員 ・早番（7：15～16：00）遅出（10：15～19：00） 

 日勤（8：30～17：15）夜勤（16：30～8：45） 

原則 

4週 8休 

看護職員 ・正規の勤務時間帯（8：30～17：15）病院兼務により勤務 

・夜間については、オンコールを行い、緊急時に備えます。 

 

計画作成担当者 ・早番（7：15～16：00）遅出（10：15～19：00） 

 日勤（8：30～17：15）夜勤（16：30～8：45） 

 

 

 

7 営業日 

営業日 年中無休 

 

 

 

 

 



 

 

 

8 施設サービスの概要と利用料 

(1) 介護保険給付サービス 

種 類 内   容 利用料 

食事の介助 ・栄養と入居者の身体状況に配慮したバラエ

ティに富んだ食事を提供します。（ただし、食

材料費は保険給付対象外です。） 

・食事はできるだけ離床して食堂でとってい

ただけるように配慮します。 

（食事時間） 

朝食 7：30～8：30 

昼食 12：00～13：00 

夕食 17：30～18：30 

 

別紙１参照 

介護報酬の告示上の額 

（ただし、法定代理受領の

場合は居宅介護(支援)サ

ービス基準額の 1割相当、

法定代理受領でない場合

は、居宅介護(支援)サービ

ス基準額相当額です。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

排せつの介助 ・入居者の状況に応じて適切な排せつ介助

を行うとともに、排せつの自立についても適

切な援助を行います。 

 

入浴の介助 ・週 2～3回の入浴または清拭を行います。 

 

着替え等の介助 ・寝たきり防止のため、できる限り離床に配

慮します。 

・生活のリズムを考えて、毎朝夕の着替えを

行うよう配慮します。 

・個人としての尊厳に配慮し、適切な整容が

行われるよう援助します。 

・シーツ交換は週 1回実施します。また、交

換が必要な場合は適宜実施します（汚れた

場合等）。 

 

健康管理 ・協力医療機関医師により、定期的に診察日

を設けて健康管理に努めます。また、緊急等

必要な場合には主治医あるいは協力医療機

関等に責任をもって引継ぎます。 

・入居者が協力医療機関に通院する場合

は、その介添えについてできるだけ配慮しま

す。 

 



 

 

 

相談および援助 ・事業所は、入居者及びそのご家族等からの

いかなる相談についても誠意をもって応じ、

可能な限り必要な援助を行うよう努めます。 

（相談窓口）岩戸 

 

 

(2)介護保険給付外サービス 

種 類 内   容 利用料 

おむつの提供 ・入居者のご希望に応じて提供します。 

 

・実費 

行政手続きの代行 ・市・区役所での書類の申請交付、申請手続

き等を代わって行います。 

・実費（交通費等） 

食材の提供 ・管理栄養士による食材の検収により、新鮮

で安価な食材を提供します。 

（内訳）朝食 380円 

    昼食 500円 

    夕食 500円 

理美容サービス ・2か月毎 月曜日 理髪店の出張による理

髪サービスをご利用いただけます。 

・理髪サービス 

      1回 1500円 

教養娯楽施設の利用 ・次の教養娯楽施設を整えております。 

 

・実費 

レクリエーション行事 ・別添パンフレット記載の施設行事計画にそ

ってレクリエーション行事を企画します。 

・施設外レクリエーションに

ついて実費（交通費・入場

料等） 

福祉用具購入 ・個人で使用する福祉用具（車いす、歩行器

など）の貸し出しは行っていません。必要な

場合は一時的に貸し出しますが永続的に利

用する際は購入となります。購入に関して、

業者やインターネットによる購入をお手伝い

致します。 

・実費 

 

(3)その他の経費 

種 類 内   容 利用料 

家賃  月額 30,000円 

1日 1,000円 

光熱水費  月額 15,000円 

1日 500円 

持ち込み家電 テレビ、冷蔵庫等 1つにつき 1日 50円 

寝具リース シーツ、布団、枕カバー 月額 3,000円 

 



 

 

 

9 苦情等申立先 

利用相談室 ・窓口担当者 岩戸 千代 

・利用時間 毎日午前 9時～午後 17時 

・利用方法 電話 088-678-6123 

        意見箱（玄関に設置） 

徳島市高齢介護課 ・利用時間 平日 午前 9時～午後 17時 

・利用方法 電話 088－621－5585 

徳島県国民健康保険団体連合会 ・利用時間 平日 午前 9時～午後 17時 

・利用方法 電話 088-666-0117 

 

 

10 協力医療機関 

医療機関の名称 TAOKA こころの医療センター 

院長名 住谷 さつき 

所在地 徳島市城東町 2丁目 7番 9号 

電話番号 088-622-5556 

診療科 精神科 

入院設備 ベッド数 322床 

救急指定の有無 有 

 

 

11 非常災害時の対策 

非常時の対応 消防計画にのっとり対応を行います。 

近隣との協力関係 城東町内会と、常時の相互の応援を約束しています。 

平常時の訓練等 消防計画にのっとり、年 2回夜間および昼間を想定した避難訓練を、

入居者も参加して実施します。 

 

防災設備 

（特別養護老人ホーム 

と共通） 

設備名称 個数等 設備名称 個数等 

スプリンクラー あり 防火扉・シャッター なし 

非難階段 2個所 屋内消火栓 なし 

自動火災報知機 あり 非常通報装置 あり 

誘導灯 2個所 漏電火災報知機 あり 

ガス漏れ報知機 あり 非常用電源 あり 

カーテン、布団等は防煙性能のあるものを使用しております 

消防計画等 消防署への届出日：平成 31年 4月 1日 

防火管理者：岩戸 千代 

 

 

 



 

 

 

12 入居にあたり留意いただく事項 

来訪・面会 来訪者は、面会時間を遵守し、必ずその都度職員に届出てください。来

訪者が宿泊される場合には必ず許可を得てください。 

外出・外泊 外泊・外出の際には必ず行き先と帰宅時間を職員に申出てください。 

嘱託医以外の医療

機関への受診 

今までかかっていた主治医で構いませんが、定期受診はご家族でお願

いいたします。 

居室・設備・器具の

利用 

事業所内の居室や設備、器具は本来の用法にしたがってご利用下さい。

これに反したご利用により破損等が生じた場合、賠償していただくことが

ございます。 

喫煙・飲酒 喫煙および飲酒はできません 

迷惑行為等 

 

騒音等他の入所者の迷惑になる行為はご遠慮願います。また、むやみに

他の入所者の居室等に立ち入らないようにしてください 

所持品の管理 金銭・貴重品・カギ・刃物・ライター・冷蔵庫・ポット・食料品等、金品や危

険物は原則、ご利用者様の管理は控えて頂きます。 

※事故やトラブル防止のためご了承ください。 

場合により施設でお預かりさせていただく事も出来ますので、その際は

ご相談ください。 

宗教活動・政治活動 施設内で宗教活動および政治活動はご遠慮ください。 

動物飼育 施設内へのペットの持ち込みおよび飼育はお断りします。 

 


